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1. 市場統合の補償から「新しい成長」の手段へ

　21 世紀初頭において欧州連合（以下 EU）は、共通通貨ユーロを実現しただけでなく、旧

東欧諸国の加盟を受け入れ、地理的拡大とともに統合の深化を誇らかに語っていた。EU 内周

辺諸国の高成長は中心諸国の経済にも好影響を与え、統合欧州の課題は知識基盤経済の確立に

よって北米・東アジア諸国にまけない競争力をつけることだとされていた。しかし、このバラ

色の展望は 2008 年の世界金融恐慌以来暗転した。

　欧州の金融機関が軒並み弱体化しただけでなく、財政の健全性に疑いがもたれた諸国の国債

が信用を失い、ギリシア、アイルランド、ポルトガルと救援を必要とする諸国が次々に現れた。

財政調整の制度のない EU では、救援は自動的にはおこなわれず、あくまでそれぞれの国ごと

の財政再建が基本である。そのため救援の条件として、しばしば政権交代さえも伴う財政緊縮

を要求された諸国では EU への不満が高まった。他方、救援する欧州中央銀行などを支える側

の国でも次から次へと続く負担に対する国民の不満が噴出した。EU は財政主権を有する独立

国の経済的連合というその制度上、はじめから想定されていない事態に直面した。それだけで

なく、経済危機のなかで失業が増加した英仏などの先進国においても、外国人排斥の風潮にの

って反 EU のナショナリズムが強まり、欧州議会でも無視できない勢力となった。もともと反

EU の意識の強いイギリスは EU にとどまるかどうかの国民投票すら余儀なくされそうな情勢

である。

　しかし、欧州統合の現在を客観的に判断するには、危機や対立の側面をみるだけでなく、繰

り返し現れる対立、あるいは潜在的な対立のなかからなんとか妥協を成立させてきた EU の

現実的な姿を視野に入れなければならない。いったん妥協が成立すると、それは対立者どうし

をむすびつけるカスガイになる。代表的な例が共通農業政策（CAP）と最近ではしばしば結

束政策（Cohesion Policy）1 ともよばれる欧州地域政策である。この研究では、農業という特

1 欧州地域政策は欧州委員会（European Commission）のなかで地域総局（Directorate-General for Regional 
and Urban Policy）が所管する EU の政策分野の総称であるが、1992 年のマーストリヒト条約に「経済的・

社会的結束」という目的が書き込まれて以来「結束政策 Cohesion Policy」とよばれることが多い。この政策

に用いられる資金には、後に本文中で説明する ERDF、ESF、Cohesion Fund、EMFF、EAFRD の 5 基金が

あり、それらは総称して構造基金とよばれるので、構造政策という語も、地域政策、結束政策と同様の意味で

用いられている。なお、2014 年改革で基金の併用が可能になり、また申請手続きの統一化がおこなわれたので、

5 基金をまとめて ESIF（European Structural Investment Funds：欧州構造政策基金）と呼んで一括説明す
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定産業とその従事者の利害から完全には脱しきれない CAP ではなく、地域という政策統合の

場を有する政策領域の新しい動向を研究対象にする。それは市場統合の代償として各国利害の

妥協から生まれた欧州地域政策が、地域を基礎においた成長という新しい視点から再編成さ

れようとしていることに注目するからである。2　欧州地域政策は、2S1I（「知的な成長 smart 
growth」「持続可能な成長 sustainable growth」「包摂的な成長 inclusive growth」）を掲げる

成長戦略（欧州 2000）3 の政策手段の枢要部分として、CAP の一部も含めて、科学技術政策、

環境政策、社会政策と融合しながら再編成されようとしている。

　現時のギリシア危機などに露呈している欧州の財政金融機構の不備がどのように解決される

かという喫緊の課題の重要性を否定するわけではない。しかし、一般に、とくに日本では、関

心の薄い EU の地域政策 4 について、その実態とその再編成の方向性を紹介することにもそれ

なりの価値があることと思われる。

　第一には、地域政策は首脳レベル、あるいは政府間での合意にもとづいて規制的なルール

として、あるいはアドホクな課題として取り組まれる政策領域とは異なって、EU が独自の中

期予算計画（多年度財政枠組：MFF）のもとに日常的に展開している政策であることによる。

加盟国間の資金再分配を伴って実施されるこの政策が、欧州各国（特に受益国・受益地域・受

益者）を EU に結び付けているからである。新しい MFF の策定が近づくごとに加盟国政府と

欧州委員会・欧州議会などが数年かけて交渉をおこなうが、いったん策定されるならば MFF
期間のあいだ 5 は欧州という名前を冠した活動が持続する。それは金融・市場統合 ･ 外交等の

ることもおこなわれている。
2 EU 財政における結束政策の意義の増大に注目した論文としては、名取（2007）、豊（2008）（2010）を参照

されたい。なお EU 研究・教育の教科書 McDonald, F. and Dearden, S. eds. (2005),　Wallace, H., Pollack, M. 
A., and Young, A. S. eds. (2010) のなかの関連章も有益である。このノートでは、結束政策についての欧州委

員会の最新の公式報告書（「第 6 次結束政策報告」：EC(2014)）および Bachtler, Mendez, and Wishlade (2013)
に多くを依存している。

3 2010 年 6 月に欧州理事会によって採択された「欧州 2020」（EC(2010a)）は、この 3 つの「優先事項」とと

もに、① 20-64 歳人口の就業率を少なくとも 75% に引き上げる　②研究・開発に対 GDP 比 3 パーセントを

投資　③温室効果ガス排出を対 1990 年比で少なくとも 20% 削減、条件が整えば 30% 削減。エネルギー効率

を 20% 高める　④　中等教育の中断率を 10% まで引き下げ、30-34 歳年齢層中の高等教育および専門職業教

育修了者の比率を少なくとも 40% に高める　⑤　貧困ライン以下で生活している市民の数を 25% 削減して、

2000 万人以上を貧困と排除から救出する、という 5 つの主要目標をかかげている。中村（2015）は、5 年経

過後の中間総括として、社会的排除の克服 = 包摂的成長をかかげながら債務危機諸国に緊縮を強いる等の矛

盾が露呈していることを指摘している。
4 例外は EU の地域政策について、その成立から 21 世紀初頭にいたるまでを総覧的に検討した辻 (2003) であ

る。その他、経済史研究者、地方財政研究者、行政担当者の側から欧州地域政策に関心が向けられること

があるが、システマティックな研究になってはいない。
5 中期財政期間と約されることもある。MFF 期間は 5 年以上とされているが、最近は 2000-2006 年、2007-

2013 年、そして最新の 2014-2020 年と 7 年間になっている。なお交付が約束された年度と実際にプログラム

が動き出して支出された年度は異なり、またすべてのプログラムが予定通りに実施されるとも限らないので、

約束（commitment）の数値よりも支払い（payment）の数値の方が少なくなるのが通例である。
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領域外で EU が独自の活動をおこなっている、いわば EU の現場レベルの存在理由になってい

るのである。

　第二には、EU はこの政策領域とそれに従来向けられていた政策資金（構造基金）をその野

心的な成長戦略（欧州 2020）を実現するための政策として再編成しようとしていて、それは

現在の日本で成長戦略や地域振興政策を考える際にも参考になると思われるからである。EU
の地域政策は、それが単に生産要素の円滑な移動を妨げるだけにとどまるならば、市場の統合

によって経済的な効率を高めようとする欧州統合の基本目的に背反する正当化不可能な政策で

ある。しばしばその経済的な合理性に疑問が投げかけられるこの政策が市場統合に対する補償

あるいは再分配の政策として誕生したことが、新しい成長戦略を掲げる EU に独自の資金と政

策展開可能性を与えることになったのである。これも欧州統合のパラドクスの一つであろう。

　欧州地域政策の最新の動向は、2014 年からの多年度財政枠組（MFF2014-2020）にしたが

った政策の配列のなかに現れている。しかし、この最新の動向は実施にとりかかったばかりか

その準備がおこなわれている段階で、実地の進展報告が出るにはほど遠い。したがって、本稿

ではまず欧州地域政策についてその歴史や政策内容、運営方式についておさらい 6 をしたあと、

現在の再編成の直前の 2000 年代の地域政策の実態について説明する。その後に、2000 年代

の地域政策の改革をめぐる議論について検討し、そのうえで今期 MFF 開始以来取り組まれて

いる最新版の政策についてみていきたい。

2. 欧州地域政策の歴史と現状

　欧州地域政策が本格的に開始されたのは、その主要財源である欧州地域開発基金（ERDF）
が設けられた 1975 年であるとされることが多い。もちろん 1957 年に成立した当初の欧州共

同体（当時は EEC）に地域問題にたいする配慮がまったく欠けていたわけではない。1956 年

の「スパーク報告」は市場統合による経済発展に取り残される低開発地域の活性化が共同課

題になることを指摘していた。しかし、原加盟 6 カ国のなかで南部イタリア問題をかかえる

イタリアを除いては地域政策を共同体全体の課題とする誘因は乏しかった。地域開発の課題は

基本的には加盟各国の国内政策の問題とみなされ、野心的な開発政策に対しては欧州投資銀

行（EIB）の優遇融資で対応できると考えられていた。当時共通の問題と考えられていたのは

衰退工業地帯における失業と産業転換問題であり、そのために労働者の雇用および移動促進の

ために 1960 年に設けられた欧州社会基金（European Social Fund： ESF）が利用されたが、

それは低開発地域の振興の問題とは別個の問題と考えられていた。

　しかし 1970 年代はじめに旧 EFTA のイギリス、アイルランド、デンマーク 3 国が EC（1967
年から EC に呼称変更）に加盟（第一次拡大の実現は 1973 年）する見込みが明らかになると、

6 詳しくは辻 (2003)、清水 (2010) を参照。
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低開発地域の開発問題はイタリア 1 国だけの問題ではなくなった。そのうえ 1960 年代に先行

して発展していた CAP だけではイギリスは一方的な支払い過多になり英国内の加盟反対派を

勢いづけかねないという懸念があった。イギリスはウェールズやスコットランドに低開発地域

をもつだけでなく炭鉱地帯などの産業衰退地域を有していたので、地域政策にかんして受益の

可能性があった 7。地域政策を目的にかかげる欧州地域開発基金（ERDF）が設けられた背後に

は、このような事情があった。これに 1960 年から存在していた ESF、共通農業政策のうち農

村開発にかかわる欧州農業指導保障基金ガイダンス部門（EAGGF-Guidance：1962 年発足）8

の 3 基金（後 2 基金についてはその一部。これら 3 基金に後に創設される結束基金（Cohesion 
Fund）、漁業指導金融手段 FIFG9 を加えた 5 基金がまとめて構造基金と呼ばれる）が欧州地

域政策の資金として利用可能になった。

図 1　加盟国 GNI 比でみた結束政策支出（1976-2012）

出所：EC(2014) p.180

 5

 
      『第６次結束政策報告』EC(2014)より p.180 
 
 図１は第６次結束政策報告（EC2014）から取ったもので、ERDF と ESF、それに 1993
年発足の結束基金（Cohesion Fund）を加えた地域政策への支出の推移を加盟国の対 GNI
パーセントで示している。（結束基金は国民一人あたり GNP が加盟国全体の平均の 75 パー

セント以下の諸国だけを対象にした主としてインフラ整備のための資金で、1990 年代の１

５加盟国の時期にはスペイン、ギリシア、アイルランド、ポルトガルの４国がその受領国

であった。）当初は対 GNI 比 0.05 パーセントにも満たなかった支出が 1980 年代をとおし

て増加し、1990 年代には約 0.25 パーセント前後に達し、2000 年代後半には 0.3 パーセン

トを超えかけていることが見て取れる。 
 図 2 の 1、2、3 は 1990-1999 年、2000-2006 年、2007-2012 年の３期にわけてこの政策

による支出が受取国の対 GNI 比で何パーセントにあたるかを示している。15 加盟国の時期

には結束基金の対象でもあった先の４カ国が対 GNI 比で１パーセントを超えるか、あるい

はそれに迫る資金を受け取っていた。25 のち 27 加盟国の時期には、この 4 カ国に新規加

盟国が加わり、2000 年代後半にはポーランド、ハンガリー、バルト３国は先の 4 カ国の受

取割合を凌駕して対 GNI 比 2 パーセント台の資金を得ている。これらの資金受取国にとっ

ては、構造基金からの援助は国民経済にとって死活の意義をもっている。10 
 
＝図２－１ 結束政策支出の対象国 GNI 比（％）1990-1999 年 
 図２－２ 同 2000-2006 年 
 図２－３ 同 2007-2012 年 
   緑色：ESF、紫色：ERDF、橙色：結束基金 
   出所：   同前 P. 181 

                                                   
10 中東欧の新規加盟国８カ国にとっての欧州結束政策の効果について喜田（2014）を参照。 

　

7 それでも大幅な純支払国になったイギリスは強硬に異議を唱えたため、EU は 1984 年の首脳会議で同国に対

しては純支払い額の 65 パーセントを払いもどす、いわゆる「英国リベート」を認めざるをえなくなった。地

域政策についてもイギリスは純支払国であるので、つねに地域政策の拡大に反対し、その再国民化をしばしば

要求する。
8 これは 2007 年に廃止され、EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) に引き継がれ

た。
9 欧州の漁業政策は、はじめ共通農業政策の一環として、欧州農業指導保障基金 EAGGF (European Agricultu

re Guidance and Guarantee Fund) から支出されていたが、1993 年に共通漁業政策の樹立にともない、FIFG
（Finamcial Instrument for Fisheries）が創設された。のち 2007 年に EFF (European Fisheries Fund) とな

り、2014 年にさらに EMFF (European Maritime and Fisheries Fund) に再編された。
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　図 1 は「第 6 次結束政策報告」（EC（2014））から取ったもので、ERDF と ESF、それに

1993 年発足の結束基金（Cohesion Fund）を加えた地域政策への支出の推移を加盟国の対

GNI パーセントで示している。（結束基金は国民一人あたり GNP が加盟国全体の平均の 75
パーセント以下の諸国だけを対象にした主としてインフラ整備のための資金で、1990 年代の

15 加盟国の時期にはスペイン、ギリシア、アイルランド、ポルトガルの 4 国がその受領国で

あった。）当初は対 GNI 比 0.05 パーセントにも満たなかった支出が 1980 年代をとおして増

加し、1990 年代には約 0.25 パーセント前後に達し、2000 年代後半には 0.3 パーセントを超

えかけていることが見て取れる。

　図 2 の 1、2、3 は 1990-1999 年、2000-2006 年、2007-2012 年の 3 期にわけてこの政策に

よる支出が受取国の対 GNI 比で何パーセントにあたるかを示している。15 加盟国の時期には

結束基金の対象でもあった先の 4 カ国が対 GNI 比で 1 パーセントを超えるか、あるいはそれ

に迫る資金を受け取っていた。25のち27加盟国の時期には、この4カ国に新規加盟国が加わり、

2000 年代後半にはポーランド、ハンガリー、バルト 3 国は先の 4 カ国の受取割合を凌駕して

対 GNI 比 2 パーセント台の資金を得ている。これらの資金受取国にとっては、構造基金から

の援助は国民経済にとって死活の意義をもっている。10

10 中東欧の新規加盟国 8 カ国にとっての欧州結束政策の効果について喜田（2014）を参照。

図 2-1　結束政策支出の対象国 GNI 比（%）

1990-1999 年

 6

 
P.181 出所：EC(2014) p.181
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 7

 
 
 
 1990 年代の地域政策は加盟国間の資金再配分という性質が濃厚で、その使用については

加盟国政府の権限が強く、共同体の独自政策とはみなしがたいものであった。その後、1979
年になってようやく ERDF に（わずか５％であったが）国別の割当でない資金の使途部分

が設けられ、これが後の時期の「共同体イニシアチブ」の使途枠に発展するてがかりとな

った。11 また 1984 年には ERDF の使途の調整を従来以上に高める改革がおこなわれてい

る。この時期は欧州単一市場の完成を見越して欧州統合の発展が積極的に追及されていた

時期であり、地域政策は欧州の結束を強めるための政策として位置づけられ、制度として

                                                   
11 私たちの研究グループが以前の共同研究で注目したクロスボーダー・コーペレーション

（若森ほか 2007）はこの共同体イニシアチブの一部である INTERREG（越境地域間協力）

に含まれている。1989 年に発足した INTERREG は地域の各レベルで次第に発展し、困難

な課題ではあるが欧州の結束にとって有意義であると評価され、現在では領域的結束

（territorial cohesion）を体現する事業領域として位置づけられている。この進化的発展に

ついては、若森（2007）、清水（2010）（2015）を、またスケールを拡大した地域協力の発

展について柑本（2014）を参照。 

出所：EC(2014) p.181 出所：EC(2014) p.181

図 2-2　同　2000-2006 年 図 2-3　同　2007-2012 年

　1990 年代の地域政策は加盟国間の資金再配分という性質が濃厚で、その使用については加

盟国政府の権限が強く、共同体の独自政策とはみなしがたいものであった。その後、1979 年

になってようやく ERDF に（わずか 5% であったが）国別の割当でない資金の使途部分が設

けられ、これが後の時期の「共同体イニシアチブ」の使途枠に発展するてがかりとなった。11

11 私たちの研究グループが以前の共同研究で注目したクロスボーダー・コーペレーション（若森ほか 2007）
はこの共同体イニシアチブの一部である INTERREG（越境地域間協力）に含まれている。1989 年に発足

した INTERREG は地域の各レベルで次第に発展し、困難な課題ではあるが欧州の結束にとって有意義であ

ると評価され、現在では領域的結束（territorial cohesion）を体現する事業領域として位置づけられている。

この進化的発展については、若森（2007）、清水（2010）（2015）を、またスケールを拡大した地

域協力の発展について柑本（2014）を参照。
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　また 1984 年には ERDF の使途の調整を従来以上に高める改革がおこなわれている。この

時期は欧州単一市場の完成を見越して欧州統合の発展が積極的に追及されていた時期であり、

地域政策は欧州の結束を強めるための政策として位置づけられ、制度として整備された。ジャ

ック・ドロールが欧州委員長として当時 EC の財政改革の一環としておこなった 1988 年の構

造基金改革は、第 1 期（1987-1993 年：ドロール・パッケージ I）、第 2 期（1994-1999 年：

ドロール ･ パッケージ II）、第 3 期（2000-2006 年）の 3 期にわたる MFF 期間における地域

政策を大枠で規定するものであった。

　その主要点は、第 1 にその使用目的の規定、第 2 には運用における原則、第 3 は具体的な

実施手順である。

< 使用目的 >
目的 1：相対的に低開発な地域の開発および構造調整の促進

　（1 人当たり GDP が EU 平均のそれの 75 パーセント未満の NUTS2 地域）

目的 2：産業衰退により深刻な影響を被る地域の構造転換支援（NUTS3 地域）

目的 3：長期的失業の改善

目的 4：若年者の就業促進

目的   5a：農業の構造調整  
5b：農村地域の開発促進（NUTS3 地域）

< 運用原則 >
集中原則：援助の的をしぼり集中的に援助する

パートナーシップ：  各レベルの所管機関と当事者はパートナーとして緊密に協議 
して共通の目的を達成する

プログラム方式：   計画性をもったプログラムにしたがって遂行される事業である 
こと

整合性：とくに加盟国の経済政策との整合性をはかること

追加性：受取側での資金計画に追加される援助であること

簡素・監視・柔軟性：パートナー関係を維持しながら監視を受けるが事業の遂行の

ための柔軟性を確保する

< 実施手順 >
a.   加盟国と地域・地方団体は多年度財政枠組（MFF）に合わせて地域プランを作成 
し共同体（欧州委員会）に提出する。

b. 欧州委員会は加盟国と協議のうえ、共同体援助枠組み（CSFs）を作成する。

c.  加盟国あるいは地域は実施プラン（OPs）を作成し、その枠内で個別のプログラ 
ムを実施させる。　　　　　　　

辻（2003）第 4 章からの摘要

　1988 年改革によって定められた目的は、その後の 1994 年改革、2000 年の MFF2000-2006
期、そして MFF2007-2013 年期で表 1 のように変化している。
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表 1　欧州地域政策の目的・対象地域・割当基金の変遷

第 1 期・第 2 期（1988-1999） 第 3 期（2000-2006） 第 4 期 (2007-2013)
結束目的

（1993 以降結束基金）
結束目的：1 人あたり GDP が共同
体平均の 90% 未満の加盟国

（結束基金）

収斂目的（結束基金、ERDF、
ESF）（2007-13 構造基金の
81.5%）

目的 1：低開発地域の開発促進
（1 人あたり GDP が共同体平均の
75% 未満の NUTS2 地域）（ERDF、
ESF、EAGGF-Guidance）

目的 1：低開発地域の開発促進
（ERDF、ESF、EAGGF）
（フェイズイン地域・フェイズアウ
ト地域の例外設定）

目的 2：産業衰退地域の構造転換（失
業率が共同体平均を上回り、工業
人口が共同体平均以上、かつ工業
人口の雇用が衰退している NUTS3
地域）（ERDF、ESF）

目的 2：産業衰退地域の構造転
換（ERDF、ESF、EAGGF-
Guidance）

地域競争力と雇用目的（ERDF、
ESF）（2007-13 構造基金の
15.9%）

目的 3：長期失業対策　（ESF）
1993 年以降目的 4 と結合

目的 3：教育、職能訓練、雇用支援
　（ESF）

－

目的 4（ESF）：職能育成 － －

目的 5a ：農業近代化 (EAGGF-
Guidance)
5b：農村開発 (ERDF, ESF, 
EAGGF)

－ －

目的 6：北極圏地域 (ERDF, ESF, 
EAGGF-Guidance)

－ －

共同体イニシアチブ： INTERREG
　1&2（越境地域間協力）, 
LEADER（農村地域開発）, 
URBAN（都市開発）など (ERDF, 
ESF, EAGGF-Guidance)

共同体イニシアチブ：INTERREG 
3　(ERDF), LEADER+ (EAGGF-
Guidance), EQUAL（労働市場で
の差別解消） (ESF), 目的 1 以外の
農村開発と漁業リストラクチャリ
ング（EAGGF,　FIFG）

欧州領域協力（以前の INTERREG） 
（ERDF）（2007-13構造基金の 2.5%）

清水 (2010)p.29、Allen(2010)p.234 をもとに作成

　EC は地域政策を実施するために NUTS と称される 3 レベルの地域区分 12 を導入し、そのレ

ベル 2 水準の地域単位ごとに地域政策の分野目的に適合するかどうかの統計を整備した。と

くに目的 1 の支出対象は、NUTS2 レベルの地域単位で、PPS 基準一人あたり GDP が欧州

平均の 75 パーセント未満になる地域に限定された。目的 2 と目的 5b も地域指定（NUTS3
レベル）の事業費目であり、目的 3 と目的 4 には地域的制限はない。したがって同一国内で

も事業対象になる地域とそうでない地域にわかれることがある。13　また後には一人あたり

GDP が欧州平均 75 パーセントから 90 パーセント未満の地域で、事業の連続性の確保の点

から規模を限定して支援をおこなう過渡的地域の制度（transitional support）も設けられた。

12 NUTS1 は人口 300~700 万人規模、NUTS2 は 80~300 万人規模、NUTS3 は 15~80 万人規模である。
13 結束基金は国単位で支出され、その要件は 1 人あたり GDP が共同体平均の 90 パーセント未満の国であっ

た。支出対象は当該受取国と欧州委員会の合意にもとづいて選定された環境および交通関連のインフラ整備

プロジェクトである。
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図 3-1 と 3-2 は 2000 年代の構造基金の対象地域を示したものである。

　
　　　図 3-1,3-2　　2000 年代の構造基金受取適格地域
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一人あたり GDP が欧州平均 75 パーセントから 90 パーセント未満の地域で、事業の連続性

の確保の点から規模を限定して支援をおこなう過渡的地域の制度（transitional support）
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    赤色は目的 1 適格地域、桃色は過渡的地域、青色は目的 2 と 5b 適格地域         
       出所： 第６次結束政策報告(2014), p.184 
 
 
 表２は 2000-2006 年期の EU の財政支出実績表であるが、そのうち本稿が関心をもって

いる地域政策と科学技術政策にかかわる部分についてはその下位区分までを示している。 
 この時期においても CAP が構造政策の支出を上回っているが、CAP のなかの農村開発も

考慮に入れるなら地域政策が狭義の農業政策に匹敵する割合を占めることになる。しかし、

                                                   
13 結束基金は国単位で支出され、その要件は１人あたり GDP が共同体平均の 90 パーセン
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環境および交通関連のインフラ整備プロジェクトである。  10
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の確保の点から規模を限定して支援をおこなう過渡的地域の制度（transitional support）
も設けられた。図 3-1 と 3-2 は 2000 年代の構造基金の対象地域を示したものである。 
  
   図 3-1,3-2  2000 年代の構造基金受取適格地域 

 

    赤色は目的 1 適格地域、桃色は過渡的地域、青色は目的 2 と 5b 適格地域         
       出所： 第６次結束政策報告(2014), p.184 
 
 
 表２は 2000-2006 年期の EU の財政支出実績表であるが、そのうち本稿が関心をもって

いる地域政策と科学技術政策にかかわる部分についてはその下位区分までを示している。 
 この時期においても CAP が構造政策の支出を上回っているが、CAP のなかの農村開発も

考慮に入れるなら地域政策が狭義の農業政策に匹敵する割合を占めることになる。しかし、

                                                   
13 結束基金は国単位で支出され、その要件は１人あたり GDP が共同体平均の 90 パーセン

ト未満の国であった。支出対象は当該受取国と欧州委員会の合意にもとづいて選定された

環境および交通関連のインフラ整備プロジェクトである。 

目的 1 適格地域

過渡的地域

目的 6（北極圏）地域

目的 2.5b 適格地域

出所： EC(2014) p.184

　表 2 は 2000-2006 年期の EU の財政支出実績表であるが、そのうち本稿が関心をもってい

る地域政策と科学技術政策にかかわる部分についてはその下位区分までを示している。

　この時期においても CAP が構造政策の支出を上回っているが、CAP のなかの農村開発も考

慮に入れるなら地域政策が狭義の農業政策に匹敵する割合を占めることになる。しかし、この

時期にはまだ地域政策確立期の支出項目名が残されているように、構造政策は低所得地域や産

業転換などで問題をかかえている地域、高失業地域への支援という補償的な性格を残している。
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表 2　第 3期 MFF（2000 年 -2006 年）の EU 支出（結束政策を中心に）（単位：百万ユーロ）
表２

　 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 計 割合百分率
１．農業 40,505.9 41,533.9 43,520.6 44,379.2 43,579.4 48,465.8 49,798.8 311,783.6 47.9
　　　農村開発 25,499.4 4,363.8 4,349.4 4,679.6 5,357.9 6,310.9 7,709.6 58,270.6 9.0
２.構造政策 27,590.8 22,455.8 23,499.0 28,527.6 34,198.3 32,763.2 32,399.3 201,434.0 31.0
　構造基金 25,905.6 20,472.4 20,312.0 26,243.5 31,516.0 30,526.9 29,381.3 184,357.7 28.3
　　目的１ 15,485.2 13,789.4 15,369.1 18,986.0 22,004.2 20,573.4 20,418.9 126,626.2 19.5
　　目的２ 3,859.5 3,137.9 1,641.2 3,587.0 4,310.7 20,573.4 3,112.0 40,221.7 6.2
　　目的３(ESF) 3,094.1 1,630.3 2,404.4 2,548.3 2,919.1 3,540.2 3,908.3 20,044.7 3.1
　　他の構造施策 980.6 115.6 155.0 175.9 220.6 299.3 144.2 2,091.2 0.3
　　共同体イニシアチブ 2,301.4 1,701.4 556.5 801.0 1,964.7 2,109.6 1,681.0 11,115.6 1.7
　　イノベーション施策と
　　技術補助

184.3 97.9 185.8 145.4 96.8 103.1 117.0 930.3 0.1

　構造基金：EAGGF総額 3,558.6 2,145.0 1,672.1 2,612.8 3,427.3 3,588.2 3,591.4 20,595.4 3.2
　構造基金：FIFG総額 526.1 229.1 325.2 495.0 498.9 517.5 495.7 3,087.5 0.5
　構造基金：ERDF総額 13,783.9 12,623.2 11,589.5 15,836.9 18,511.0 16,904.9 15,972.9 105,222.3 16.2
　構造基金：ESF総額 8,037.0 5,475.0 6,725.2 7,298.7 9,078.8 16,904.9 9,321.4 62,841.0 9.7
　結束基金 1,685.2 1,938.4 3,148.0 2,195.1 2,642.8 2,236.3 3,018.0 16,863.8 2.6
３．対内政策 5,370.8 5,303.1 6,556.7 5,671.8 7,255.2 7,972.1 9,013.7 47,143.4 7.2
　研修・青年・文化・視
　聴覚・メディア情報

769.4 880.6 930.1 943.3 1,071.4 1,238.5 1,361.7 7,195.0 1.1

　エネルギー、Euratom核
　防備、環境

151.5 208.0 197.5 211.7 266.6 297.5 431.8 1,764.6 0.3

　消費者保護・域内市場
　・産業・Trans-E.

894.6 863.3 1,039.6 1,079.2 1,326.1 1,568.8 1,473.9 8,245.5 1.3

　研究および技術開発 3,408.9 3,195.9 3,667.2 3,279.6 4,244.5 4,508.7 5,112.2 27,417.0 4.2
４．対外政策 3,841.4 4,230.6 4,423.7 4,285.8 4,605.8 5,013.1 5,186.2 31,586.6 4.9
５．管理費 4,751.1 4,855.1 5,211.6 5,305.2 5,856.4 6,191.4 6,699.7 38,870.5 6.0
６．剰余金 186.3 207.2 170.5 147.9 151.9 140.1 127.6 1,131.5 0.2
７．加盟前戦略 1,203.7 1,401.7 1,752.4 2,239.8 3,052.9 2,984.6 2,276.7 14,911.8 2.3
８．補償 0.0 0.0 0.0 0.0 1,409.5 1,305.0 1,073.5 3,788.0 0.6
支出総額 83,450.0 79,987.3 85,144.5 90,557.5 100,139.4 104,835.2 106,575.5 650,689.4 100.0
対共同体GNI比％ 0.92 0.85 0.88 0.91 0.92 0.92 0.88 0.90

 
各国拠出金 72,702.0 66,128.8 68,484.0 72,775.3 82,756.2 86,748.0 87,322.9 536,917.2
　VAT基準財源 35,192.5 31,320.3 22,388.2 21,260.1 13,912.2 16,018.0 17,206.2 157,297.5
　GNP（GNI）基準財源 37,580.5 34,878.8 45,947.6 51,235.2 68,982.0 70,860.6 70,132.1 379,616.8
伝統的独自財源 15,267.1 14,589.2 9,214.0 10,857.2 12,307.1 14,063.1 15,028.3 91,326.0 対GNI総額％
独自財源総額 87,969.2 80,718.1 77,698.0 83,632.5 95,053.3 100,811.1 102,351.2 628,233.4 0.87
総歳入 92,724.4 94,289.3 95,434.4 93,468.6 103,511.9 107,090.6 108,423.0 694,942.2 0.96
GNI総額* 9,085,290.6 9,403,852.7 9,727,482.6 9,923,915.6 10,933,761.5 11,409,673.0 12,054,393.8 72,538,369.8

第３期MFF（2000年-2006年）のEUの支出（結束政策を中心に）  (単位：百万ユーロ)

*GNI (EUR billion) の数字は ESA 2010による 2000-2003年は15カ国、2004-2006年は25カ国

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables%202000-2014.xls
をもとに筆者作成

*GNI (EUR billion) の数字は ESA 2010による 2000-2003年は15カ国、2004-2006年は25カ国

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables%202000-2014.xls
をもとに筆者作成

　それに対して、2007-2013 年 MFF 期間の財政支出実績をまとめたのが表 3 である。この時

期には、「欧州 2020」の成長戦略を意識して、支出項目の第 1 に持続的成長を置き、この期

の政策の眼目である成長と雇用を掲げた「競争力」政策 1.1 と「経済的・社会的 ･ 領域的結

束」1.2. を並べている。1.1 はそれ以前には対内政策に入っていた科学技術政策等を拡充した

もので規模的にも拡充されて総支出の 9 パーセント近くになっている。1.2 の結束政策の割合

は 32.9 パーセントである。総支出の最大部分（44.9 パーセント）を占める「2 自然資源の保

護と運用」の実態は共通農業政策であるが、そのなかには地域政策に近い農村開発や創設期に

は地域政策とされていた水産業関連政策、さらに自然保護政策（Life+）が含まれている。14

14  なお、地域政策の新しいコンセプトにかかわって八木（2016）を参照されたい。
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表 3　第 4期 MFF（2007 年 -2013 年）の EU 支出（結束政策を中心に）(単位：百万ユーロ )
　　　　　　　　　　　　　　　　表３ 第４期MFF（2007-20１３）のEUの支出（結束政策を中心に）  (単位：百万ユーロ)

　 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 計 割合％
１　 43,713.0 45,611.4 44,683.5 48,828.0 54,731.6 61,584.7 71,238.2 370,390.4 41.82
1.1.成長・雇用のための競争力 6,738.2 10,056.6 10,750.6 11,648.9 12,353.0 13,094.4 14,306.9 78,948.6 8.91
1.1.1.第７次研究枠組プログラム 4,059.4 6,471.3 6,675.4 6,919.9 7,510.7 8,538.6 9,590.4 49,765.7 5.62
1.1.3.　Ten 371.5 897.9 852.1 869.5 865.6 842.3 809.9 5,508.8 0.62
1.1.4　Galileo 0.0 150.9 722.9 453.1 565.6 406.4 396.4 2,695.3 0.30
1.1.5　Marco Polo 9.5 18.4 31.0 32.1 20.8 22.3 21.7 155.8 0.02
1.1.6　継続学習（LLP) 958.8 1,052.6 1,149.1 1,187.9 1,315.1 1,448.4 1,524.3 8,636.2 0.98
1.1.7.競争力・イノベーション枠組み
   プログラム(CIP)

267.4 363.9 309.6 243.3 297.1 416.7 577.0 2,475.0 0.28

1.1.8　社会政策事項 119.6 131.7 141.6 171.3 150.9 174.0 134.6 1,023.7 0.12
1.1.10　核廃棄 37.9 197.5 110.0 219.1 102.0 179.0 180.4 1,025.9 0.12
1.1.11　欧州グローバル調整基金 18.6 49.0 12.4 104.5 114.3 83.3 42.0 424.1 0.05
1.1.12 エネルギープロジェクト 0.2 701.1 487.7 183.7 201.6 1,574.3 0.18
1.2 成長・雇用のための結束 36,974.8 35,544.8 33,932.9 37,179.1 42,378.5 48,490.4 56,931.2 291,431.7 32.91
1.2.1　構造基金 32,699.6 30,264.5 26,848.5 29,214.0 36,914.3 38,858.4 45,014.8 239,814.1 27.08
  1.2.11収斂目的 23,521.6 21,400.3 19,886.8 21,725.6 27,121.2 30,438.2 34,688.8 178,782.5 20.19
  1.2.12　地域競争力・雇用目的 7,835.2 7,395.2 6,176.3 6,757.4 7,651.0 7,036.0 8,678.4 51,529.5 5.82
 1.2.13　欧州領域協力目的 1,297.8 1,361.4 700.0 650.4 1,078.8 1,315.6 1,578.9 7,982.9 0.90
  1.2.14　技術的支援 44.9 107.5 85.4 80.7 65.3 68.6 68.5 520.9 0.06
1.2.2　結束基金 4,275.2 5,290.4 7,083.8 7,959.9 6,453.7 9,626.2 11,910.3 52,599.5 5.94
2 自然資源の保護と運用 54,648.4 54,812.0 55,877.3 56,647.3 57,374.5 59,096.2 59,524.4 397,980.1 44.94
2.0.1　市場関連支出･直接援助 42,413.2 43,288.6 46,349.2 44,283.5 44,123.6 44,859.1 45,275.0 310,592.2 35.07
2.0.2　農村開発 10,874.3 10,529.1 8,739.7 11,485.8 12,295.2 13,261.0 13,158.1 80,343.2 9.07
2.0.3　欧州漁業基金 749.8 572.1 290.9 395.5 445.9 480.7 567.3 3,502.2 0.40
2.0.4　漁業管理･国際合意 217.3 232.7 221.9 200.0 256.3 173.7 184.6 1,486.5 0.17
2.0.5　Life+ 114.4 145.4 216.0 221.3 205.2 244.5 268.6 1,415.4 0.16
3 市民権・自由･安全・正義 1,049.8 1,310.6 1,993.0 1,373.0 1,827.3 2,374.5 1,883.1 11,811.3 1.33
3.1 自由・安全・正義 212.2 389.7 684.5 683.9 871.1 917.0 1,122.0 4,880.4 0.55
3.2 市民権 837.6 920.9 1,308.5 689.0 956.2 1,457.5 761.1 6,930.8 0.78
4 グローバルパートナーとしてのEU 7,291.8 7,310.7 7,982.9 7,486.5 7,102.2 7,063.6 7,055.2 51,292.9 5.79
4.0.1 加盟前補助（IPA） 2,510.5 2,126.7 2,203.2 1,473.0 1,262.0 1,257.2 1,296.6 12,129.2 1.37
5 管理 6,805.6 7,292.5 7,615.3 7,895.8 8,359.3 8,564.4 8,693.2 55,226.1 6.24
6 補償 444.6 206.6 209.1 0.0 0.0 0.0 75.0 935.3 0.11
支出総額 113,953.3 116,544.5 118,361.0 122,230.7 129,394.9 136,683.4 148,468.9 885,636.7 100.00
同　対共同体GNI比 0.89 0.90 0.97 0.96 0.98 1.02 1.10 0.97

　
各国拠出金 93,414.5 93,885.2 94,378.7 103,415.6 103,216.9 112,976.4 124,378.3 725,665.6
　VAT基準財源 19,440.8 19,007.7 12,796.2 12,470.5 14,798.9 14,871.2 14,019.7 107,405.0
　GNP基準財源 73,914.7 74,477.3 81,982.5 91,066.8 88,414.3 98,163.0 110,194.6 618,213.2
伝統的独自財源 16,573.0 17,272.3 14,528.2 15,659.3 16,777.7 18,453.4 15,365.3 114,629.2 対GNI割合％
独自財源総額 109,987.5 111,169.1 108,906.9 119,074.9 119,994.7 129,429.8 139,743.6 838,306.5 0.92
総歳入 117,563.0 121,584.4 117,625.6 127,795.3 130,000.0 139,540.5 149,503.7 903,612.5 0.99

　
GNI総額* 12,872,042.3 12,900,329.2 12,202,481.3 12,784,622.3 13,172,954.7 13,417,862.2 13,536,988.7 90,887,280.7

*GNI (EUR billion) の数字は ESA 2010による 2007-2012年はEU27ヶ国、2013年は28カ国

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables%202000-2014.xls
をもとに筆者作成

持続的な成長

*GNI (EUR billion) の数字は ESA 2010による 2007-2012年はEU27ヶ国、2013年は28カ国

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables%202000-2014.xls
をもとに筆者作成

　「第 6 次結束政策報告」（EC（2014））では、第 4 次拡大前の 15 加盟国とそれ以後の加盟国

にわけて結束政策の使途を比較している。（表 4、表 5）旧 15 加盟国の後進地域でははじめ最

大割合を占めていたインフラ整備支出の割合が後退して環境関連支出が伸びているが最後期の

最大割合を占めているのは研究技術開発を含む「ビジネス支援」である。それ以外の地域では、

労働市場・教育・社会的包摂等のためのヒューマンキャピタル経費が 2 位の「ビジネス支援経費」

を抑えて最大の支出項目になっている。それに対して、新規加盟国対象支出の場合は、最大部

分がインフラ整備費用であるが、環境関連支出もはじめから 2 割以上を占めている。この環

境関連支出も大部分が環境保全インフラの整備費用であるから、新規加盟国に向けられた地域

政策資金の半分はインフラ整備にあてられたことになる。いいかえれば、研究開発を含む「ビ

ジネス支援」や「ヒューマンキャピタル開発」のための活用は行き届いていない可能性がある。
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表 4　EU15 カ国内での結束政策資金支出分野（割合％）

使途領域
1989-
  1993

1994-
  1999

2000-
  2006

2007-
  2013

1989-
  1993

1994-
  1999

2000-
  2006

2007-
  2013

ビジネス支援（研究・
開発を含む）

31.5 33.0 28.0 34.4 48.1 31.1 29.2 33.8

インフラ（運輸、エネルギー、
電気通信、社会インフラ）

36.3 26.1 30.9 23.1 5.2 1.50 13.4 13.2

ヒューマンキャピタル
（労働市場、教育、社会的包摂）

20.6 24.7 24.5 22.3 39.0 56.8 45.8 34.6

環境 1.6 14.3 14 15.4 7.6 9.8 8.6 14.2
その他 9.7 1.9 0.8 0.4 0.0 0.8 1.1 0.3
技術的支援 0.4 0.0 1.8 4.3 0.0 0.0 1.8 3.8
全体 100 100 100 100 100 100 100 100

第6次結束政策報告書（２０１４）　p.206

表４　EU15カ国内での結束政策資金支出分野（割合）

低開発地域と結束基金 　　　その他の地域

 

出所：EC（2014） p.206

表 5　新加盟国における結束政策の使途割合％ (2014-2013 年）

使途領域
ビジネス支援（研究・開発を含む）

インフラ
（運輸、エネルギー、電気通信、社会インフラ）

ヒューマンキャピタル
（労働市場、教育、社会的包摂）

環境
その他
技術的支援
全体

第6次結束政策報告書　p.207

0.1                      0.0                      
2.1                      5.0                      

100.0 100.0

41.5                    36.1                    

14.8                    12.5                    

27.3                    20.8                    

表５　新加盟国における結束政策の使途割合(2014-2013年）

低開発地域と結束基金
EU10カ国 EU12カ国

14.2                    25.6                    

出所：EC（2014） p.207

3. 地域政策をめぐる論議 -2000 年から 2006 年

　欧州地域政策はその当初からその存在理由を問われながら続けられてきた政策である。その

実態を欧州連合内の豊かな国から貧しい国・地域への再分配であるとみなすならば、一方では

国際援助・国際開発協力との違い、他方では一国内での地方財政調整との違いを整理しておく

と理解が進むであろう。15　まず国際開発協力とは、EU という権限を有した超国家的組織の

もとでその政策枠のなかでおこなわれている点で異なっている。地域政策の簡素化の主張の中

には、その対象を最も貧しい国に限定するという提案もあるが、その場合でも EU という超国

家的組織のもとでのルールによる補助という違いは残されている。それに対して、一国内の財

政調整と比較して考えてみると、やはりその規模が異なる。2014 年のわが国の地方交付税は

15 石井（2014?）は EU の地域政策を財政移転の政策としてとらえてその効果を検討している。
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総額 16.9 兆円で同年の GNI の約 3.3 パーセントになり、これは EU の地域政策資金が加盟国

の総 GNI に対する比率の約 10 倍である。しかも地方交付税は受取自治体が自由に使える財

源であるが、欧州構造基金は使途を限定しプログラムの承認のもとにおこなわれる政策資金で

ある。

　地方交付税のような一国内の財政調整は、地方自治を認めた行政制度のもとで国民の安全と

生活に責任をもつ国家がおこなう財政資金の再分配である。超国家機構ではあるが加盟国の主

権を否定しない EU の地域政策は域内市民・地域にたいする直接的責務ではなく、格差の放置・

拡大が統合欧州というプロジェクトの支障になることを防ぐという「結束」目的、いわば間接

的な責務にもとづくものにすぎない。極論すれば、独自の地域政策がなくても EU は成り立つ。

構造基金の純支払いの増加を怖れる国の地域政策に対する批判の背後には、構造基金を廃止し

て地域政策の再国民化をはかろうという主張がつねに見え隠れする。

　国際援助でも財政調整でもないとすれば、そこには欧州統合という独自のプロジェクトにも

とづく積極的な独自政策のビジョンがなくてはならない。欧州地域政策の歴史はこのような見

解に抗して、統合欧州と結びついた独自政策のビジョンを探求する歴史であった。本稿は、そ

の最新の動向を探るものである。

　ドロール改革によって定着し、1990 年代をつうじて資金規模も増加してきた欧州地域政策

に対して、改革を強いる圧力が強く感じられるようになったのは 1990 年代の末から 21 世紀

の初頭にかけてである。この時期には、一方では旧東欧移行経済諸国の加入を見越して持続性

のある制度設計を考える必要が生じていた。他方では、開始以来 10 年余を経た欧州地域政策

の経済効果についての調査研究が現れはじめ、肯定的結果、否定的結果の双方をふまえて、地

域政策を正当化することが政策担当者に要求されていた。地域政策の効果は実証されたという

のが政策担当者（地域総局）の見解であったが、地域政策の効果を直接的効果（雇用増加・所

得格差の収斂など）だけでなく、民間企業・投資への刺激、地域の協働関係の構築、外部との

連携交流、欧州の共属感の形成等の「付加的価値」も含めて広義に捉えようという考えもこの

時期に生まれている。さらに 2000 年には、欧州経済が米国および日本経済に競争力と雇用パ

フォーマンスで立ち遅れているという認識から、研究開投資や教育研修を促進して 10 年間で

「知識基盤経済」を実現するという「リスボン戦略」が始動した。欧州地域政策の目的にも、

雇用改善と競争力強化という課題を取り込むことが課題になった。

　その後 2007-2013 年の第 4 期 MFF では、財政計画の筆頭に、従来の「農業」にかわって「1 
持続可能な成長」が登場し、その下の「1.1 成長・雇用のための競争力」にこれまで「対内政策」

のなかに含まれていた科学技術・教育文化政策の費目を入れ、地域政策を指す「1.2 成長・雇

用のための結束」と並べた。両者あわせて全年度計で総予算枠の 45.0 パーセント（1.1 が 9.2
パーセント、1.2 が 35.8 パーセント）になっていて、共通農業政策を指す「1.2 自然資源の保
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全と運用」の 42.3 パーセントを超している。16　この第 4 期 MFF は、こうした表題の変更か

らわかるように、2000 年の「リスボン戦略」とその 2005 年の改訂版（成長と雇用に焦点を

当てなおした「再生リスボン戦略」）に対応したものである。

　この第 4 期の結束政策の決定過程を関係者インタビュウを繰り返して跡付けた研究

（Bachtler, Mendez, Wishlage (2013) chap.9）によれば、欧州委員会の内外、加盟各国政府、

欧州議会、地方政府、専門アドバイザーらの利害と思惑が複雑に入り組むこの政策決定過程

をリードしたのは地域総局であった。担当コミッショナーのミシェル・バルニエ（Michel 
Barnier）は早々と 2001 年に、その年初に公表された「第 2 次結束政策報告」を用いて、そ

の後にはじまる次期 MFF の地域政策予算をめぐる討議のアジェンダを設定しようとした。こ

の「第 2 次結束報告」は、結束政策資金による地域振興は実際に効果をあげているだけでなく、

民間投資の活性化、地域の協働関係の構築および外部との連携などの「付加的価値」をも有す

ると論じて、地域政策が拡大欧州の経済的・社会的 ･ 領域的結束に貢献することを力説した。

バルニエはそれを受けて、地域政策の再国有化を正面から否定するとともに、加盟国総 GNP
の最低でも 0.45 パーセントを確保して地域政策を強化することを訴えた。

　しかし、2003 年には地域政策の拡大を抑えようとする動きが出てくる。まず 7 月には、地

域政策（と共通農業政策）に厳しい評価を与え大幅な改革を要求した「サピア・レポート」が

公表された。これは欧州委員会委員長のロマーノ・プロディ（Romano Prodi）がブリュッセ

ル自由大学の経済学教授アンドレ・サピア（Andre Sapir）にリスボン戦略と欧州拡大のもと

で成長を加速する戦略を提言するように依頼したことにこたえた専門家委員会の報告書である

（Sapier （2003））。プローディは事前の説明なしにコミッショナーの会合でサピアに報告をさ

せたが、突然、共通農業政策のカットと地域政策を全面的に整理する提案を聴かされたコミッ

ショナーの猛烈な反発を受け、結果としては提言依頼者のプローディ委員長からも距離を置か

れた失敗した提言となった。しかし、この報告書が成長効果を基準として大胆に政策評価をお

こなったことは、後々の政策形成に水面下で影響を及ぼした。（ibid., p.142f.）
　師走の 15 日には、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、オーストリア

6 カ国の首脳が連名書簡で次期 MFF における EU の支出平均が総 GNI の 1 パーセントを超

さないようにと要求した。この連名書簡は EU の公式手続きにはない意思表明であったが主要

純拠出国の意思として、その後のEUの予算に上限を課すものとなった。ただし、欧州委員会は、

1 パーセント上限は約束金額についてのものではないと解して MFF レベルでは 1.1 パーセン

16 MFF で示されているのは配当可能予算額（上限予算）であって実績ではない。先に表 3 で示した実績支

払額表では、全体として MFF より少なくなっているが、この減少の結果、「1 持続的な成長」の費目支

払額は「2 自然資源の保全と運用」の支払い額よりも少なくなっている。プログラムやプロジェクトが中

心の項目 1 では、農業者への直接支払いが主になっている項目 2 と異なって、プログラムの作成・運営・

管理の面で予算の実効使用に問題が残るからである。
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ト、また交渉段階では 1.25 パーセントまで許容されると考えた。（ibid.,  p.152）
　この研究は 2004 年から 2006 年に至る欧州首脳会議での地域政策をめぐる各国の対立とそ

の収拾過程を詳細に跡付けている。欧州委員会は、最初、GNI 比 1.24 パーセントの総予算

枠、地域政策は対 GDP 比 0.45 パーセントの原案を提出し、スペイン、ポルトガル、ギリシア、

ベルギー、またほとんどの新規加盟国の支持を得たが、それに対して先の連名書簡に加わった

6 カ国が 1 パーセント上限をかかげてたちはだかった。しかしこの 6 カ国グループも一致した

行動をとらなかった。EU の盟主を自任するフランスは欧州規模の地域政策の存続に好意的で

あったし、支出の限定・効率化を要求したドイツは構造基金からの補助を望む州政府との軋

轢に悩まされた。中間的な立場をとったフィンランド、イタリア、アイルランドは対 GNI 比
1.1 から 1.4 パーセントを示唆した。延々と続く交渉の結果、修正や減額が加えられて最後に

は中間派の主張に近い 1.12 パーセントに落ち着いている。初期には、「地域の競争力と雇用」

を中軸にかかげることにすら反対があったが、新規加盟 10 カ国を含む多数国の支持がそれを

沈黙させた。結果として決定した MFF2007-2013 が表 6 である。なお、この数値が前掲表 3
のそれと異なるのは、主として物価基準年度がこの表では 2004 年価格になっているからであ

る。

表 6　第 4 期 MFF（EU27）2007-2013 の予算（2004 年価格、百万ユーロ）表６

項目 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 期間総額 割合(%)
1.        9.44835,883696,85807,75396,55534,65978,55262,35568,05

1a. 成長と雇用のた
めの競争力         2.9356,97370,31776,21603,11085,21810,21595,9404,8

1b. 成長と雇用のた
めの結束       7.53588,803326,54130,54783,44558,34168,34766,34164,24

２．自然資源の保全と
運用       3.24922,663483,15109,15631,25832,35320,15586,45269,15

うち市場関連支出と
直接支払い       9.33501,392546,04740,14354,14468,14972,24796,24021,34

３．市民権・自由・安
全・正義         2.1567,01889,1797,1546,1305,1573,1852,1991,1

3a　自由・安全・正義
        8.0526,6093,1002,1050,1019587096006

４．グローバル欧州
        7.5364,94920,8976,7933,7900,7937,6964,6991,6

５．管理費         7.5491,94016,9472,7440,7999,6618,6818,6336,6
６．補償 419 191 190 0 0 0 0 800 0.1        
約束合計額 117,277 122,683 122,022 125,184 123,857 125,359 127,607 864,989 100.0    
EU27ヶ国GNI比（％） 1.08% 1.09% 1.06% 1.06% 1.03% 1.03% 1.01% 1.05%
　支払合計額 115,142 119,805 109,091 119,245 116,394 120,649 120,418 820,744
対GNI比（％） 1.06% 1.06% 0.95% 1.01% 0.97% 0.98% 0.96% 1.00%

出所：EC(2012)　COM(2012)184final

第４期MFF（EU27）2007-2013の予算

（2004年価格、百万ユーロ）

持続可能な成長

出所：EC(2012) : COM(2012)184final

　これら一連の過程をふりかえってバハトラーらは次のようにコメントしている。
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　「後になって気づくことは、2006 年改革のためにこの政策が直面している問題につい

て厳密かつ独立的な系統だった分析がなされなかったことである。地域の諸問題は確か

に、とりわけ結束政策報告などに詳述されている。しかし、政策展開における弱点は政

策問題の改革論議のなかで明確にされてはいなかった。サピア・レポートのように弱点

のヘッドラインを示したな批判的な見方も存在したが、政策効果の厳密な評価にもとづ

いたものではなかった。事後評価をともなうより戦略的なアプローチは 2006 年の後に

なるまで導入されなかった。」(ibid., p.158)

4. 第 5 期の地域政策に向かって

　前節では 2006 年改革に向かう意思決定過程のなかで結束政策の目的と内容についての考え

が変化してきたことをみた。補償的な政策から非経済的領域も含めて広義に把握された成長戦

略の手段への変化で、それをある研究者は「リスボン化」 と呼んでいる。しかし、2006 年の

改革は、「パラダイム ･ シフトの開始」に過ぎず、それは第 5 期 MFF のための 2013 年改革

にまでひきつがれる。17　

　2014 年からはじまっている第 5 期の MFF の内容については次節を参照ねがいたい。そこ

で約束予算（上限）の配分表（表 7）を示しているが、その予算項目の最初に来るのが「1　
スマートで包摂的な成長」である。この項目は、その下に「1a　成長と雇用のための競争力」

と「1b　経済的・社会的・領域的結束」がある。その次に「2　持続可能な成長：自然資源」

が続く。1b が結束政策であり 2 が共通農業政策であるから、この配列は第 4 期のそれと同一

である。しかし、名称が「スマート、サステナブル、インクルーシブな成長」をかかげた成長

戦略「欧州 2020」に対応したものになっている。

　政策内容においても、1a の中心に研究開発とイノベーションの促進予算「ホライゾン

2020」が置かれ、予算約束額の割合としても 13.0 パーセントに増加している。この MFF 表

には示されていないが、後に説明するように地域政策の中心になる ERDF、ESF の使途にお

いても、科学技術政策の領域で生み出された「スマート・スペシャリゼーション」の考えが導

入されている。18 また地域政策、農業政策の双方でエコロジカルな施策・投資に資金が向けら

れるように、そのミニマムな割合が設定されている。第 5 期 MFF の結束政策 ･ 農業政策は、

前期に引き続いて拡充された科学技術・イノベーション政策と並走しながら、補償・再分配制

度の性質を残しながらも、社会経済的な成長政策としてのその「付加的価値」を全面化したも

のになった。

　またこの第 5 期 MFF およびそのもとでの結束政策では、財政の効率化と実施にかかわる管

17 Bachtler, Mendez, and Wisha (2013) p.260. 「リスボン化」と名づけたのは Mendez(2011)。
18 これは、ERDF のテーマ別目的 1、2 に各国 ･ 地域が申請する際の事前要件になっている。この新しいコンセ

プトについては八木 (2016) を参照されたい。
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理運営における成果重視とガバナンス向上に意が用いられている、この第 5 期 MFF の約束予

算規模を全期間についてみると対 GNI 比でちょうど 1.00 パーセントと予想されていて、これ

は前期の MFF の予算枠の対 GNI 比よりも実績支出額の対 GNI 比に近い。

　今期の MFF（とくに地域政策）の政策形成過程を詳細に裏付けるようなことはできないが、

2007 年 5 月、2010 年 11 月、2014 年 7 月に公表された第 4 回、第 5 回、第 6 回の「結束政

策報告」とその他の主要な文書をたどって 2013 年改革に向けた動きを概観してみよう。

　2007 年の「第 4 次結束政策報告」（EC（2007a））は、2007-2013 年期の結束政策実施にむ

けて加盟国が提出したプログラム文書にもとづいたものであるが、より長期的な将来にわたっ

て地域が直面する「新しい挑戦」をあげて、地域政策再編のための討議を方向付けようとした

ものであった。担当コミッショナーのダヌータ・ヒュブナー（Danuta Hübner）はそれを「人

口変動」「気候変動」「社会的排除」「エネルギー」など、と数えあげている。

　この報告書は EU 各国の所得と雇用における格差が過去 10 年間のあいだに縮小し、地域政

策がそれに貢献したことを具体的に挙げ、なお残る問題や、国および自治体レベルの政策との

連携をはかる必要を説明している。それを受けて今後の討論を方向づけるために、以下のよう

な 3 領域にわたる 11 の設問を提出している。

< 過去の経験に学び、新しい挑戦に答えるために >
1.  欧州の地域は、どのようにすれば、低・中程度のテクノロジーのセクターで、ダイナミッ

クな競争者の出現から生まれたリストラクチャリングの圧力に対応できるのか ?
2.  出生率・死亡率および移住の流れが地域ごとに大きく異なっているなかで、人口変動問

題への対応のなかで結束政策のとるべき役割は何か ?
3.  気候変動問題は、どれだけ結束政策に対する挑戦なのか ?

< 発展 ･成長と雇用のための統合的で柔軟なアプローチを発展させるために >
1.  どのようにすれば結束政策は、EU 領域における多様性（最も恵まれない地帯、島嶼部、

農村および沿海部、都市、衰退産業地域、その他特別な地理的特性をもった地帯）を考

慮に入れた上で、調和的で持続可能な発展をより良く促進できるのか ?
2.  報告書は、包摂、統合、全ての人への機会の提供などを社会的結束の枢要な要素とみな

しているが、それはどのようなインパクトをもつ挑戦なのか ?
3.  私たちの市民にとって、新しい挑戦に対応するための将来の枢要なスキルは何か ?
4.  地域にグローバルな意味で競争力をもたせるために地域レベルで発展させるべき決定的

な能力は何か ?
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< 政策の運営法にかんして >
1.  結束政策プログラムに効率的なマネージメントが求められているとして、マルチレベル・

ガバナンスのシステムの内での共同体〔EU を指す：著者〕、国、および地域のあいだの

最適配分は何か ?
2.  どのようにすれば、結束政策が加盟国および地域の公共政策をより効果的に支援できる

ようになるのか ? どのような実施方式をとれば、結束政策をよりパフォーマンス重視型、

よりユーザー志向型にできるのか ?
3.  どのようにすれば結束政策と国および共同体の他の政策との連携をもっと強めて、より

良いシナジーと補完性を生み出すことができるのか ?
4.  EU の内部だけでなく外部も含めて、地域どうしの協働にとって、どのような新しい機会

が生まれているのか ?　　　　　　　　　　

EC（2007b）

　一読するとわかるように、地域政策を救済政策としてではなくグローバル競争にさらされた

なかでの地域を基礎にした発展・成長戦略の一環として、統合的に捉えていることが明らかで

ある。私たちにもっとも関心のある政策課題認識においては、中・低レベル技術セクターでの

競争力問題、人口変動問題、気候変問題と極めて明確に焦点をしぼった設問がなげかけられて

いるが、結束政策のアプローチや運営法についての設問も興味深い。

　ヒュブナーはさらに、イタリアの経済財政大臣であったファブリチオ ･ バルカ（Fabricio 
Barca）に独立した立場からの調査を依頼した。それに答えたバルカは 2009 年 4 月に 300 ペ

ージを超える浩瀚な報告書（Barca （2009））を提出した。この報告書は、地域政策の効果と

正当性を認めたが、その実態と実施法についてはかなり批判的なものであった。後進地域への

資金の大部分は住民をとびこしてインフラ整備に用いられ、また地域を対象にした事業も外部

者によってマネージされることが多く住民の学習効果を生まないことが多い。そのような傾向

を批判してバルカが打ち出したのは「場所に基礎をおいた政策 place-based policy」の視点に

立って地域政策の内容と運営法を再構築することであった。

「場所に基礎をおく政策は、潜在力が長らく活用されていない状態に取り組み、特定の場所に

おける社会的排除を外部からの介入とマルチレベル・ガバナンスをつうじて軽減させるための

長期的な戦略である。それは状況におうじて財・サービスを統合的に供給することを促進し、

制度変化を開始させる。」

「場所に基礎をおいた政策においては、公的な介入はローカルな知識に依存し、場所相互の連

携も考慮に入れられるが、その場で確かめられ検証に付される。このような視点をとる戦略が、

その領域的焦点を明らかにせず、しばしば空間を無視さえする他の戦略に勝る・・・・」

（Barca 2009, p.vii）
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バルカは結束政策のガバナンス改革の柱として、以下の 10 点をあげた。

1. コア優先事項を革新的に集中化すると同時に領域的配分は保守的にすること

2. 結束政策のための新しい戦略的枠組みの必要性

3. 新しい契約関係、実施法および成果の報告法

4. コア優先事項のガバナンス強化

5. 追加的 ･革新的でまたフレキシブルな支出の奨励

6. 実験精神を促進しローカルな主体を活性化すること

7. 学習過程を促進する：見込まれるインパクトの評価

8. 欧州委員会（担当総局）を能力ある組織として強化しその役割を位置づけなおす

9. 金融的な運用と管理

10. 政策のチェック & バランスをおこなうハイレベル政治システムの導入

 Barca(2009) p.viiif.　

　バルカの提言は 6 年前のサピア報告書のように拒否されたわけではないが、担当総局の強化

やハイレベル政治システム（地域政策理事会）の設置のような提案は無視された。また「場所

に基礎をおく戦略 place-based policy」も EU の公式文書で採用されることはなかったが、そ

こで提言されているコア優先事項の集中化、地域のアクターや潜在力の重視、ガバナンスの強

化などはその後の討議に影響を与えていると思われる。

　第 4 次報告の 3 年後に出た第 5 次結束政策報告は、第 5 期 MFF に向けての討議の中間ま

とめという性格をもっていると考えられる。そこでは、「リスボン戦略」の後継戦略である「欧

州 2020」と結束戦略との適合性が重視され、1. 競争力強化と収斂が統合して論じられ、2. 高
齢化・貧困・社会的排除問題に焦点が当てられ、3. 気候変動問題を軸として環境的な持続可

能性が地域政策の主要課題として明確に位置づけられている。しかし、報告書自体の独自提言

としては、EU および加盟国の政策との整合性の確保のための方策（プログラミングの手続き

･ 条件など）や地域パートナーを重視した運営法、ガバナンス強化、評価の客観化などの政策

運営法の方に重点が置かれている。政策内容の枠組みが「欧州 2020」で与えられているから

であろう。

　バルカ・レポートによる支持もあって結束政策の効果を確認し、またこの政策を 2010 年

3 月の欧州理事会で採用された成長戦略「欧州 2020」のなかに位置づける方針を固めた欧州

委員会は 2011 年の年初から次期 MFF 作成の具体的な準備に入り、MFF2014-2020 の最初

の案（表 7）を同年 6 月 29 日に加盟各国に提示した。欧州経済は不況にいまなおあえいで

いて、反欧州感情の高まりのなかでは、欧州委員会も、欧州結合機構（Connecting Europe 
Facility）のような野心的な投資を提案しながらも予算の規模増大を提案することはできなか

った。2011 年価格で初年度（2014 年）上限 1430 億ユーロ、支払額 1330 億ユーロ、2014
年 -2020 年全体では上限 1 兆 250 億ユーロ、支払額 9721 億ユーロであった。対 GNI 比で
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いうとそれぞれ、1.08 パーセント、1.01 パーセント、1.05 パーセント、1.00 パーセントで

あった。それでも早速 9 月には 8 カ国政府首脳から EU 予算の削減を要求する連名書簡が提

出され、財政緊縮と野心的な政策提案の入り混じった延々と続く駆け引きが開始された。

表 7　MFF（EU27）20014-2020 欧州委員会の当初案（2011 年価格、百万ユーロ）表７

項目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 期間総額 割合(%)
1. スマートで包摂的な
成長

64,706 66,588 68,138 69,957 71,594 73,763 76,163 490,909 47.4    

1b. 経済的、社会的、
領域的結束

50,468 51,543 52,542 53,609 54,798 55,955 57,175 376,020 36.3    

２．持続的成長：自然資
源

57,833 56,759 55,707 54,670 53,660 52,665 51,633 382,927 37.0    

うち市場関連支出と
直接支払い

42,691 41,854 41,034 40,229 39,440 38,667 37,909 281,825 27.2    

３．治安と市民権 2,532 2,571 2,609 2,648 2,687 2,726 2,763 18,535 1.8      
４．グローバル欧州 9,400 9,645 9,845 9,960 10,150 10,380 10,620 70,000 6.8      
５．管理費 8,542 8,679 8,796 8,942 9,073 9,225 9,371 62,629 6.1      
うちEU制度の管理支出 6,967 7,039 7,108 7,191 7,288 7,385 7,485 50,464 4.9      
約束合計額 143,013 144,241 145,094 146,179 147,164 148,758 150,551 1,035,000 100.0   
EU27ヶ国GNI比（％） 1.08% 1.09% 1.06% 1.06% 1.03% 1.03% 1.01% 1.05%
　支払合計額 133,851 141,272 135,506 138,384 142,228 142,894 137,966 972,102
対GNI比（％） 1.01% 1.05% 0.99% 1.00% 1.01% 1.00% 0.94% 1.00%

出所：EC(2011)　COM(2011)500 final

MFF（EU27）20014-2020欧州委員会の当初案

（2011年価格、百万ユーロ）

出所：EC(2011)：COM(2011)500 final

　その 2 年半後の 2013 年 11 月 19 日に、欧州評議会と欧州議会によって最終的に採択さ

れた MFF（表 8）は、その初年度予算は 2011 年価格で上限 1343 億ユーロ、支払額 1280
億、期間全体で同上限 9600 億ユーロ、支払い額 9084 億ユーロとさらにきりつめられた。先

と同様に対 GNI 比でいうと、それぞれ 1.05 パーセント、0.98 パーセント、1.00 パーセン

ト、0.95 パーセントである。10 年前の 6 ヶ国首脳連名の 1 パーセント・シーリングの要求

が完全に達成された。しかし、ある欧州議会議員が評したように、「大きな野心に小さな資金」

（Jedrzejewska 2013）と言わざるをえない結果である。
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表 8　決定された第５期 MFF（EU28）20014-2020（2011 年価格、百万ユーロ）  表８

項目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 ２０20年 期間総額 割合(%)
1. スマートで包摂的な
成長

60,283 61,725 62,771 64,238 65,528 67,214 69,214 450,763 47.0%

1a.成長と雇用のため
の競争力

15,605 16,321 16,726 17,693 18,490 19,700 21,079 125,614 13.1%

1b. 経済的・社会的・
領域的結束

44,678 45,404 46,045 46,545 47,038 47,514 47,925 325,149 33.9%

２．持続的成長：自然
資源

55,883 55,060 54,261 53,448 52,466 51,503 50,558 373,179 38.9%

うち市場関連支出と直
接支払い

41,585 40,989 40,421 39,837 39,079 38,335 37,605 277,851 28.9%

３．治安と市民権 2,053 2,075 2,154 2,232 2,312 2,391 2,469 15,686 1.6%
４．グローバル欧州 7,854 8,083 8,281 8,375 8,553 8,764 8,794 58,704 6.1%
５．管理費 8,218 8,385 8,589 8,807 9,007 9,206 9,417 61,629 6.4%
うちEU制度の管理支 6,649 6,791 6,955 7,110 7,278 7,425 7,590 49,798 5.2%
約束合計額 134,318 135,328 136,056 137,100 137,866 139,078 140,242 959,988 100.0%
EU28ヶ国GNI比（％） 1.03% 1.02% 1.00% 1.00% 0.99% 0.98% 0.98% 1.00%
　支払合計額 128,030 131,095 131,046 126,777 129,778 130,893 130,781 908,400
対GNI比（％） 0.98% 0.98% 0.97% 0.92% 0.93% 0.93% 0.91% 0.95%

出所：EC(2013)

決定された第５期MFF（EU28）20014-2020

（2011年価格、百万ユーロ）

出所：EC(2013)

　この予算交渉が決着したあとの 2014 年 7 月に公表された「第 6 次結束政策報告」では、そ

の期間中に深刻な不況におちいった欧州経済において格差縮小の傾向が停止したことを認めな

がらも、結束政策によって不況の影響が緩和されたとしている。この報告書が列挙している数

字を実績効果として記しておこう。

　－ 2008 年から 2013 年にかけて EU は、28 カ国全体で公共投資が 20 パーセント減少し

ているが、結束政策がなければその落ち込みはさらに厳しいものになっていた。（図 4）　
　－ 2010 － 2012 年の数字では、中東欧諸国 7 カ国にマルタ、ポルトガルを加えた 9 カ

国では、結束政策資金とそれと共同した国家資金による公共投資はこれらの国の公共投資

総額の 50 パーセントから 90 パーセントを占め、これらの国の経済の根幹的な下支えになっ

ている。

　－ ERDF 基金は、雇用面でも、2007 － 2012 年の期間に 60 万人の雇用を生み出した。

また、20 万件の中小企業プロジェクト、8 万件の新規開業を支援し、2.2 万件の産学協働

のプロジェクトに融資した。

　－ブロードバンド接続者の範囲を 500 万人拡大し、下水処理利用者を 550 万人増加させ

た。

　－結束政策のもとで、欧州交通幹線ネットワークの 3000 キロ分が建設され、低開発加

盟国政府の研究開発予算を倍に増加させた。

　－同期間に、ESF 基金がおこなったプロジェクトには 6800 万人が参加し、ESF の補助

を受けたあと就職した失業者・不活動者は 570 万人、技能を身につけた人は 860 万人に達

した。また、40 万人以上が自営業を開始した。　　　　　

EC(2014)p.xvif.
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図 4　公共投資に対する結束政策の効果（2007-2013 年）

 21

 －結束政策のもとで、欧州交通幹線ネットワークの 3000 キロ分が建設され、低開発加盟国政府の研究開

発予算を倍に増加させた。 

 －同期間に、ESF 基金がおこなったプロジェクトには 6800 万人が参加し、ESF の補助を受けたあと就

職した失業者・不活動者は 570 万人、技能を身につけた人は 860 万人に達した。また、40 万人以上が自営

業を開始した。 

  
図４ 公共投資に対する結束政策の効果（2007-2013 年） 
                 『第６次結束政策報告書』p.xv 
 

 

 
 
 今後の結束政策については、「欧州 2020」に対応して「スマートな成長」「インクルーシ

ブな成長」「サステナブルな成長」に分けて論じているが、目新しいこととしては「グッド･

ガバナンス」の意義を強調していることがある。結束政策のなかに腐敗が入り込むなら、

政策効果を削ぐだけでなく、EU 自体の信認にかかわるからである。 
 2014-2020 年期の結束政策については、独自の想定にもとづいたシミュレーションによ

って、主として恩恵をうける EU13 カ国の GDP に対して 2.5 パーセント程度のプラス効果

をもち（図５）、それが支出経費額を超えることが示されている。 
 
   図５ 2014-2020 年期結束政策の GDP に及ぼす効果の推測 

出所：EC(2014) p.xv

　今後の結束政策については、「欧州 2020」に対応して「スマートな成長」「インクルーシブ

な成長」「サステナブルな成長」に分けて論じているが、目新しいこととしては「グッド ･ ガ

バナンス」の意義を強調していることがある。結束政策のなかに腐敗が入り込むなら、政策効

果を削ぐだけでなく、EU 自体の信認にかかわるからである。

　2014-2020 年期の結束政策については、独自の想定にもとづいたシミュレーションによっ

て、主として恩恵をうける EU13 カ国の GDP に対して 2.5 パーセント程度のプラス効果をも

ち（図 5）、それが支出経費額を超えることが示されている。
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図 5　2014-2020 年期結束政策の GDP に及ぼす効果の推測

　　　　　　　（ベースラインからの影響パーセンテージ）

 22

       （ベースラインからの影響パーセンテージ） 
           『第６次報告書』p.268  

 
 そのうえで、以下のように断言している。 
 
 「２つの目的〔結束政策と成長戦略〕は相互に完全に両立している。じっさい、「欧州 2020」
のゴールの追求は、地域の発展目標の追求のための、また、地域の成長ポテンシャルを決

定する様々な要素を強化するための手段ともみなせるからである。」（EC 2014：p.10）  
 
 この第５次 MFF 期の結束政策を開始するにあたっては、以下の 10 点の改革がおこなわ

れている。 
 
１．EU 内の全地域で投資可能にするとともに、発展のレベルと支援および国家的拠出のレベルを適合さ

せる。（一人あたり GDP が EU 平均の 75％未満の低発展地域、75％以上 90％以下の過渡的地域、90％よ

り上の発展地域） 

２．枢要な成長部門に資源を向けるための規定。ERDF による投資は、「イノベーションと研究」「デジタ

ル整備」「中小企業支援」「低炭素経済」の優先事項に地域の発展レベルに応じて（低発展地域は 50％、過

渡的地域は 60％、発展地域は 80％）集中させる。1000 億ユーロがこれらのセクターに向けられ、そのう

ち 230 億ユーロが低炭素経済への移行を支援する。また、低発展地域は ERDF 資金の 12％、過渡地域は

15％、発展地域は 20％以上をこの目的に向けなければならない。結束基金中の約 660 億ユーロは TEN あ

るいは環境インフラプロジェクトにあてられる。ESF 資金は、少なくとも 700 億ユーロが加盟国のニーズ

に応じて確定される。ESF に結びついた少なくとも 60 億ユーロ相当の青年雇用新イニシアチブで青年保

証制度の実施を支援する。 

３．明解・透明かつ計量可能な目的をもち、説明可能性と成果を目標とする。国および地域は入手できる

資金で達成することを意図する目的とその進捗を測定する方法を明らかにしなければならない。それとと

もに定期的なモニタリングと資金の使用法についての討議を導入し、良好な達成者には期末に追加資金が

出所：EC（2014） p.268

　そのうえで、以下のように断言している。

　「2 つの目的〔結束政策と成長戦略〕は相互に完全に両立している。じっさい、「欧州 2020」
のゴールの追求は、地域の発展目標の追求のための、また、地域の成長ポテンシャルを決定す

る様々な要素を強化するための手段ともみなせるからである。」（EC (2014), p.10）

　この第 5 次 MFF 期の結束政策を開始するにあたっては、以下の 10 点の改革がおこなわれ

ている。

1.   EU 内の全地域で投資可能にするとともに、発展のレベルと支援および国家的拠出のレ

ベルを適合させる。（一人あたり GDP が EU 平均の 75% 未満の低発展地域、75% 以

上 90% 以下の過渡的地域、90% より上の発展地域）

2.   枢要な成長部門に資源を向けるための規定。ERDF による投資は、「イノベーション

と研究」「デジタル整備」「中小企業支援」「低炭素経済」の優先事項に地域の発展レベ

ルに応じて（低発展地域は 50%、過渡的地域は 60%、発展地域は 80%）集中させる。

1000 億ユーロがこれらのセクターに向けられ、そのうち 230 億ユーロが低炭素経済

への移行を支援する。また、低発展地域は ERDF 資金の 12%、過渡地域は 15%、発

展地域は 20% 以上をこの目的に向けなければならない。結束基金中の約 660 億ユー

ロは TEN あるいは環境インフラプロジェクトにあてられる。ESF 資金は、少なくと

も 700 億ユーロが加盟国のニーズに応じて確定される。ESF に結びついた少なくとも

60 億ユーロ相当の青年雇用新イニシアチブで青年保証制度の実施を支援する。

― 108 ―



地域政策の新しい役割と欧州統合

3. ユーロ相当の青年雇用新イニシアチブで青年保証制度の実施を支援する。

4.   明解・透明かつ計量可能な目的をもち、説明可能性と成果を目標とする。国および地

域は入手できる資金で達成することを意図する目的とその進捗を測定する方法を明ら

かにしなければならない。それとともに定期的なモニタリングと資金の使用法につい

ての討議を導入し、良好な達成者には期末に追加資金が得られるようにすることがで

きる。

5.   投資を効果的にするために、基金に繋がる前の受給条件を導入する。たとえば、特徴

的な強みや潜在力を見つけ出すための「スマート ･スペシャリゼーション」戦略、企

業親和的な改革、輸送戦略、公共調達制度の改善、環境法規コンプライアンス、青年

就業戦略、学校中退対策、ジェンダー均等化、差別撤廃などがみな事前条件になる。

6.   調和性を高め重複を減らすために共通の戦略を確立する。共通戦略枠組（Common 
Strategic Framework）によって基金相互の調和を実現し、さらに Horizon 2000、
CEF、雇用・社会イノベーション ･ プログラムなどの他の EU 政策手段と調和させる。

7.   官僚主義を打破して EU 投資を簡単化する。各基金の手続きルールを共通化し、デジ

タル技術も用いて簡素化する

8.   政策の都市的次元を高める。都市における統合的なプロジェクトに向けられる ERDF
資金のミニマムを設定する。

9.   国境に沿った協働を強化する。越境協力のプロジェクトを増やす。ドナウ流域とバル

ト海地域のようなマクロリージョン戦略に国家的・地域的プログラムによる支援を結

びつける。

10.   結束政策をより広範な欧州経済ガバナンスとしっかりと結びつける。支援されるプロ

グラムは国家的改革プログラムに一致し、また欧州政策討議（European Semester）
における各国別の推奨事項での改革課題に向けられたものでなければならない。欧州

委員会は、必要な場合には、加盟国に対して、「マクロ経済条件」条項によって、重要

な構造的改革に取り組むようプログラムを変更するように求め、それが繰り返し裏切

られる場合資金の提供を差し止めることができる。

11.   中小企業の金融利用を促進し、それに対するより大きな支援と信用アクセスを実現す

る。EU の資金は共通のルールにしたがって、ローン、保証金、証券、ベンチャー・キャ

ピタルのために利用できる。贈与よりも貸与の方がプロジェクトの効率性を高める。

EC(2013)

　以上見てきたように、第 5 期の結束政策においては、救済・補償的なパラダイムから（広

義に解された）成長戦略の手段というパラダイムへの移行 19 とともに、欧州レベルの結束政策

の解体・再国民化という潜在的な抵抗を抑える発展が達成されたと言えるだろう。今後は、そ

れが「新しい挑戦」をともなう欧州経済の苦難のなかで試されることになる。

19 市場統合と結束政策を結びつけた欧州統合のプログラムは「埋め込まれた新自由主義」と評せるが、「競争力」

が他よりも優先される目標となる場合、「埋め込み」が消失した「むき出しの新自由主義」になる危険がある。

中村（2015）、八木（2016）参照。
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補  第 5 期多年度財政枠組（MFF2014-2020）の概要

期限内の成立も危ぶまれていた第 5 期 MFF(2014-2020）が成立したのは、2013 年の 11
月 19 日であった。先に示した表 8 を参照されたい。

これまでの政策との関連でいえば、1 の「スマートで包摂的な成長」が構造政策と言われた

分野で、そのうちの 1a が今期重視されている成長戦略に向けられた予算枠、1b が従来の結

束政策の予算枠である。それに対して 2 の「持続的成長：自然資源」は、共通農業政策（CAP）
の新バージョンである。

この 3 分野について、初年度 2014 年の枠組予算と支出実績の数字をみながらその詳細を

みてみよう。

表９　2014 年度の費目配分と支出実績 ( 現行価格）

項目 枠組配分 割合 支出実績 割合
1. スマートで包摂的
な成長

63,973 44.9% 67,683 47.6%

1a.成長と雇用のた
めの競争力

16,560 11.6% 13,331 9.4%

1b. 経済的・社会
的・領域的結束

47,413 33.3% 54,352 38.2%

２．持続的成長：自
然資源

59,303 41.6% 56,585 39.8%

うち市場関連支出
と直接支払い

44,130 31.0% 44,288 31.1%

３．治安と市民権 2,179 1.5% 1,711 1.2%
４．グローバル欧州 8,335 5.8% 7,206 5.1%
５．管理費 8,721 6.1% 8,520 6.0%
約束/支出合計額 142,540 100% 142,197 100%
EU28 ヶ 国 GNI 比 1.03% 1.02%

表９　2014年度の費目配分と支出実績(現行価格）

出所：EC(2013)　および  ec.euroa.eu/budget/library/
biblio/documents/2014/Internet%20tables4202000-2014.xls

出所：EC(2013)　および ec.euroa.eu/budget/library/
biblio/documents/2014/Internet%20tables4202000-2014.xls
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まず、2014 年度の枠組予算と支出実績の全体を示したものが表 8 であるが、現行価格であ

るので、補論表 1 よりも金額が大きくなっている。この表から気づくことは、支出実績総額

は枠組予算総額ぎりぎりにまで達しているが、今期の枠組みの目玉として位置づけられている

項目 1a の支出実績の割合が枠組配分における割合を下回り、それと反対に 1b の支出実績の

割合が枠組み予算の割合を上回っていることである。以下でみるように、1a関係のプログラム、

プロジェクトの一部の本格始動が遅れていること、また低開発諸国の景気下支えをも意図して

収斂プログラムおよび結束基金プロジェクトに資金が回されたからであろう。20

表 10　2014 年 EU 予算　項目 1a：成長と雇用のための競争力（単位：百万ユーロ現行価格）

約束分野 枠組予算 割合（%） 支出実績 割合（%）

大規模インフラ・プロジェクト 2,417.1 14.7 1,829.1 13.7

核安全および除去 130.4 0.8 164.6 1.2

ホライゾン 2020　（Horizon 2020）） 9,330.9 56.6 7,414.8 55.6

企業・中小企業の競争力強化（COSME） 275.3 1.7 236.4 1.8

教育・訓練・青年・スポーツ（Erasmus+） 1,555.8 9.4 1,509.4 11.3

社会変革・イノベーション（PSCI） 122.8 0.7 83.7 0.9

税関・金融・不正対策 118.3 0.7 95.0 0.7

欧州接続機構（CEF） 1,976.2 12.0 831.0 6.2

その他のアクション・プログラム 161.3 1.0 対応不明

委員会専権のアクション 138.3 0.8 対応不明

パイロット・プロジェクトと準備段階
アクション

18.6 0.1 18.4 0.1

分権化されたエージェンシー 238.5 1.4 249.3 1.9

計 16,484.0 100.0 13,331.3 100.0

出所：EC(2013)　および  ec.euroa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20
tables4202000-2014.xls をもとに筆者作成

1a 分野は、第 5 期 MFF 予算の 13 パーセントが配分された最近の重点分野である。そのう

ち今期最大の眼目が「ホライゾン 2020」と銘打たれた研究開発とイノベーション促進予算で

ある。これは欧州研究評議会と連携して、全欧州的規模で研究と先端技術を用いた革新的なビ

ジネスを促進し、イノベーションにおける産業的リーダーシップ、環境問題・安全問題・高齢

化問題に対応する社会変革を促進し、それにより欧州に成長と雇用をもたらすことが意図され

ている。

その他、教育の交流・協働を推進する「エラスムス +」の予算もここに含まれる。さらに中

20 結束政策の資金は受け入れ年から 2 年後のまでに使用されること（M+2) となっていて、2014 年に支出さ

れた資金の多くは前年度以前に受け取られたものである。第 5 次 MFF の最終決定が 2013 年秋であったの

で、各国および各地域の受け入れ計画（PA および OP）の策定とプログラムの採択は期間開始後の 2014
年に行われている。ただし予算の執行状況の点検が 2016 年度中におこなわれ、それをもとに必要な修正が

おこなわれることになっている。

― 111 ―



摂南経済研究  第 6 巻  第１・2 号（2016）

小企業の競争力強化と、鉄道・高速道路、エネルギー配送・通信ネットワークに欧州全体で取

り組む「欧州接続機構（CEF）」が費目として新設された。後者では、地理的分断を克服する

ことによる欧州の競争力強化が意図されているが、実績支出からみると始動がやや遅れている。

表 11　2014 年 EU 予算　項目 1b：経済的、社会的および領域的結束（単位：百万ユーロ現行価格）

約束分野 枠組予算 割合（%） 支出実績 割合（%）

青年雇用イニシアチブ
　　（トップ項目のみ）

1,804.1 3.8 34.3 0.1

地域収斂（後進地域） 23,264.1 49.0 30,747.4 56.6

過渡地域 4,697.7 9.9 167.3 0.3

競争力 7,403.4 15.6 7,751.0 14.3

欧州地域協力 505.7 1.1 1,686.6 3.1

結束基金（CF） 8,922.4 18.8 13,456.4 24.8

辺境・過疎地域 209.1 0.4 6.6 0.0

その他のアクション、プログラム 695.8 1.5 対応不明

計 47,502.3 100.0 54,351.6 100.0

出所：EC(2013)　および  ec.euroa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20
tables4202000-2014.xls をもとに筆者作成

1b の枠組予算全体に占める割合は 33.9 パーセントで、これは共通農業政策（CAP）関連

をみなあわせた項目 2 の 38.9 パーセントに次ぐ予算費目である。後進地域に対する収斂のた

めの支出がそのうち 49 パーセントを占めるが、過渡的な地域のためにも、9.9 パーセントが

支出されている。さらに一人あたり平均所得 90 パーセント以下の諸国むけのインフラ整備支

援の「結束基金」が 18.8 パーセントあるので、それらを合わせると四分の三近くなる。これ

らの項目では、域内低開発諸国の景気回復下支えの意味もあって、2014 年度には 2013 年度

に引き続いて当初配分額以上に資金が回されている。それ以外の項目では、青年雇用イニシア

チブの支出が少ないが、この表に出ているのはトップ項目の数字だけであるので、この目的は

組み合わせて追求されているものと思われる。過渡的地域と辺境・過疎地域が配分額よりも少

なくなっているが、枠組表と支払実績表でこの項目の範囲区分が一致しているかどうかが不明

である。さらに、欧州地域協力の支出実績が割当以上になっているが、この費目に関連するプ

ログラムの多くは継続性を必要としている上、地域レベルも含めて加盟国の評価が高い結果で

あろうか。

なお、今期の結束政策の基金（ESIF）利用について、5 つの基金の併用と共通ルール化が

おこなわれたことについては既に述べたが、さらに対象国・対象地域についての変更と基金の

実効性をあげるための事前要件が導入されている。結束基金の対象国は、一人あたり GDP が

EU 平均の 90 パーセント以下に定められ、それに該当する 14 カ国（ギリシャ、ポルトガル、

チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、

スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア）以外でフェーズアウト援助を受ける国は
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キプロスだけになった。2007-2013 年期にフェーズアウト援助を受けていたスペインは被援

助国ではなくなった。それと対照的に ERDF と ESF の支出には EU の全領域を対象とするこ

とが可能となったが、NUTS2 ごとで一人あたり GDP が EU 平均の 75 パーセント未満、75
パーセント以上 90 パーセント未満、そして 90 パーセント以上の 3 グループにわけて、使途

目的のミニマム割合が規定されることになった。（図 6）

  図 6　構造基金（ERDF, ESF）のグループ別対象地域（2014-2020）　

出所：EC (2014) p.238

 27

 
 
また、事前要件としては、反差別、男女均等、障害者、公共調達、国家支援等々につい

て EU のミニマム基準を満たすことに加えて、特に今期重視されている研究・開発・イノ

ベーションの使途目的については、国別ないし地域別の「スマート・スペシャリゼーショ

ン」戦略とそれに対応した研究・イノベーション予算が確保されていることが要求されて

いる。この点検がおこなわれ、2016 年末までに、この事前要件が実際にも満たされている

かどうかがチェックされ、場合によっては基金からの支出が停止されることもある。（EC 
(2014) p.243f.） 

 
 
 表 12 2014 年 EU 予算 項目２：持続可能な成長：自然資源  
                    （現行価格百万ユーロ） 

約束分野 枠組予算 割合（％） 支出実績 割合（％）

欧州農業補償基金(EAGF)：市

場関連支出および直接支払 
43,778.1 73.9 44,288.1 78.3
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て EU のミニマム基準を満たすことに加えて、特に今期重視されている研究・開発・イノ

ベーションの使途目的については、国別ないし地域別の「スマート・スペシャリゼーショ

ン」戦略とそれに対応した研究・イノベーション予算が確保されていることが要求されて

いる。この点検がおこなわれ、2016 年末までに、この事前要件が実際にも満たされている

かどうかがチェックされ、場合によっては基金からの支出が停止されることもある。（EC 
(2014) p.243f.） 

 
 
 表 12 2014 年 EU 予算 項目２：持続可能な成長：自然資源  
                    （現行価格百万ユーロ） 

約束分野 枠組予算 割合（％） 支出実績 割合（％）

欧州農業補償基金(EAGF)：市

場関連支出および直接支払 
43,778.1 73.9 44,288.1 78.3

75% 未満地域

75% 以上 90％未満地域

90% 以上地域

また、事前要件としては、反差別、男女均等、障害者、公共調達、国家支援等々について

EU のミニマム基準を満たすことに加えて、特に今期重視されている研究・開発・イノベーシ

ョンの使途目的については、国別ないし地域別の「スマート・スペシャリゼーション」戦略と

それに対応した研究・イノベーション予算が確保されていることが要求されている。この点検
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がおこなわれ、2016 年末までに、この事前要件が実際にも満たされているかどうかがチェッ

クされ、場合によっては基金からの支出が停止されることもある。（EC (2014) p.243f.）

 表 12　2014 年 EU 予算　項目 2：持続可能な成長：自然資源（現行価格百万ユーロ）

約束分野 枠組予算 割合（%） 支出実績 割合（%）

欧州農業補償基金 (EAGF)：市場関連支出お
よび直接支払

43,778.1 73.9 44,288.1 78.3

農村開発欧州農業基金（EAFRD） 13,991.0 23.6 11,190.0 19.8

欧州海洋及び漁業基金（EMFF） 1,017.3 1.7 757.2 1.3

環境・気候アクション（Life+） 404.6 0.7 270.4 0.5

その他のアクション・プログラム（分権化
されたエージェンシー含む）

76.2 0.1 対応不明

計 59,267.2 100.0 56,584.5 100.0

出所：EC(2013)　および ec.euroa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables 
4202000-2014.xls をもとに筆者作成

　分野 2 は名称こそ変わっているが、実体は共通農業政策（CAP）の改革版である。最大部

分を占める欧州農業補償基金では、これまでの方式は大規模農業者に有利であるという批判に

鑑みて小規模農業者への支援を手厚くした。この直接支払いにおいても、3 分の 1 は土壌・水

質保全・無農薬栽培など環境保全に直結したものを対象とすることとされた。環境・気候アク

ション（Life+）は直接に環境政策のための予算であるが、海洋・漁業基金においても、農村

開発基金においても環境保護・低炭素化が奨励されている。

（執筆 2015 年 4-9 月）
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